
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

武
内
外
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

大
館
市
長
倉
一
一
九
番
地

た
む
ら
船
越
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

男
鹿
市
船
越
字
内
子
二
二
四
︱
九

こ
い
ず
み
眼
科

令
和
六
年
七
月
一
日

鹿
角
市
花
輪
字
鎌
倉
平
五
番
地
一

あ
い
ざ
わ
胃
腸
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
樋
ノ
下
七
五
番
地
一

た
か
の
す
今
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
三
日

北
秋
田
市
栄
中
綱
八
九
︱
五
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

わ
か
さ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
二
十
二
日

秋
田
市
広
面
字
谷
地
田
八
三
番
三

姉
崎
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

湯
沢
市
小
野
字
西
堺
九
一
︱
三

佐
々
木
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
二
日

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
一
︱
一
八

さ
く
ら
・
デ
ン
タ
ル
・
オ
フ
ィ
ス

令
和
六
年
七
月
十
八
日

南
秋
田
郡
井
川
町
浜
井
川
杉
ノ
実
二
四
︱
一
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

藤
井
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

秋
田
市
手
形
字
中
谷
地
三
二
五
番
地

調
剤
薬
局
ユ
ニ
フ
ァ
︱

令
和
六
年
七
月
一
日

能
代
市
通
町
一
番
二
〇
号

駅
前
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

横
手
市
前
郷
二
番
町
二
︱
四
二
木
村
ビ
ル
一
階

ま
る
さ
ん
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

由
利
本
荘
市
矢
島
町
七
日
町
字
下
山
寺
一
〇
五
︱
一

飯
田
川
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

潟
上
市
飯
田
川
下
虻
川
字
屋
敷
一
〇
一
︱
七

じ
ん
だ
い
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
十
四
日

仙
北
市
田
沢
湖
神
代
字
野
中
清
水
二
二
五
番
地
五
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